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１ 開催日時 

   令和 6 年 11 月 11 日（月） 

    開会 15 時 00 分 

    閉会 15 時 40 分 

 

２ 開催場所 

   大阪市北区中之島 1-3-20 

   大阪市役所本庁舎 5 階 特別会議室 

 

３ 審議会次第 

   （１）開会の辞 

   （２）委員紹介 

   （３）挨拶 

   （４）議事 

       大阪港港湾計画の軽易な変更について 

       港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について 

   （５）閉会の辞 
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４ 出席委員 

 

   福 西  康 人  大阪倉庫協会副会長 

   増 子  祐 司  大阪船主会副会長 

   西  豊 樹  大阪港運協会会長 

 代 林  晃 男  財務省大阪税関総務部企画調整室長 

 代 伊 藤  直 樹  国土交通省近畿地方整備局大阪港湾・空港整備事務所長 

 代 岩 佐  裕 二  国土交通省近畿運輸局海事振興部長 

   宮 本  勝 通  大阪海上保安監部長 

 代 矢 野  克 己  大阪府都市整備部河川室河川整備課長 
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５ 審議経過 

 

開 会  15 時 00 分 

 

○長村総務課長 

本日はご多忙の中、第 75 回大阪市港湾審議会にご出席賜り、誠にありがとうございま

す。また、本市港湾行政に対しご高配を賜りますこと、お礼を申し上げます。私は本日の

進行役を務めます大阪港湾局総務課長の長村でございます。 

現在、専門部会委員総数 8 名中 8 名のご出席でございまして、大阪市港湾審議会条例第

5 条に定める定足数に達しておりますので、ただいまから第 75 回大阪市港湾審議会を開催

いたします。 

開催にあたりまして、報道機関を含めました皆様にお願いがございます。携帯電話はお

切りになるか、マナーモード等に設定していただき、審議の妨げにならないようご協力を

お願いいたします。また、発言の際にはマイクを手前に倒していただきますようお願いい

たします。 

本審議会は、大阪市港湾審議会公開基準に基づき公開といたします。また、本日の審議

会の議事内容につきましては、後日、本市ホームページで公開いたしますので、よろしく

お願いいたします。なお、審議の開始までは報道関係者のカメラ取材を認めましたことを

あらかじめご了承ください。 

審議に入ります前に、委員の方々のご紹介をさせていただきます。 

大阪倉庫協会副会長、福西委員でございます。 

 

○福西委員 

 福西です。よろしくお願いします。 

 

○長村総務課長 

大阪船主会副会長、増子委員でございます。 

 

○増子委員 

 増子です。よろしくお願いします。 
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○長村総務課長 

大阪港運協会会長、西委員でございます。 

 

○西委員 

 西です。よろしくお願いします。 

 

○長村総務課長 

財務省大阪税関長、清水委員の代理といたしまして、大阪税関総務部企画調整室長、林

様にご出席いただいております。 

 

○林企画調整室長 

 林です。よろしくお願いします。 

 

○長村総務課長 

国土交通省近畿地方整備局長、長谷川委員の代理といたしまして、近畿地方整備局大阪

港湾・空港整備事務所長、伊藤様にご出席いただいております。 

 

○伊藤大阪港湾・空港整備事務所長 

 伊藤です。よろしくお願いします。 

 

○長村総務課長 

国土交通省近畿運輸局長、岩城委員の代理といたしまして、海事振興部長、岩佐様にご

出席いただいております。 

 

○岩佐海事振興部長 

 岩佐です。よろしくお願いします。 

 

○長村総務課長 

大阪海上保安監部長、宮本委員でございます。 
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○宮本委員 

宮本でございます。よろしくお願いします。 

 

○長村総務課長 

 大阪府都市整備部長、谷口委員の代理といたしまして、都市整備部河川室河川整備課長、

矢野様にご出席いただいております。 

 

○矢野河川整備課長 

矢野です。よろしくお願いいたします。 

 

○長村総務課長 

委員の皆様のご紹介は以上でございます。 

次に、第 75 回大阪市港湾審議会の開催にあたりまして、大阪港湾局長の丸山よりご挨拶

申し上げます。 

 

○丸山大阪港湾局長 

大阪港湾局長、丸山でございます。 

委員の皆様におかれましては、お忙しい中、第 75 回の大阪市港湾審議会にご出席を賜り

まして誠にありがとうございます。また、平素より本市の港湾行政に対しまして多大なる

ご尽力、ご協力を賜っておりますことを改めまして深く御礼申し上げる次第でございます。 

さて、昨今を取り巻く状況でございますけれども、9 月までのコンテナ取扱貨物量につ

きましては、いまだ 2023 年を大きく超えることにはならず同程度ということで、2023 年

は非常に厳しい数字でしたので、そうすると、あまり変わっていないということで、なか

なかコロナ前の状況には回復できていないという状況でございます。 

さらにアメリカの大統領もこれから代わるなど世界情勢も変わっていくほか、また国内

の政治も流動的なところもございます。その中で港湾を取り巻く状況、世界情勢を含めま

して依然と厳しい状況になっていくのではないかと危惧もしているところでございます。 

しかし、大阪港湾の果たす役割、大阪、関西の経済、市民生活を支えるという役割につ

いては、いささかも変わっていないと思いますし、国際コンテナ戦略港湾という施策の下
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に集貨、創貨、競争力強化と 3 つの柱の下、しっかりと取組んでいきたいと思っておりま

す。 

また、国内フェリー人員につきましては、インバウンド需要ということもございまして、

ようやくコロナ前の数字を超えるようになってきたということでございます。それから、

クルーズ船の入港数につきましては、今年は過去最高を既に超えることが確実でございま

して、来年度、2025 年はさらに大きく増える見込みになってございます。インバウンド需

要、人については非常に好調な状況になってございます。 

一方で大阪港湾局として大きなチャレンジでございます、脱炭素化への取組、カーボン

ニュートラルポートということで、選ばれる港として大阪港が船会社の皆さん、それから

荷主さんからしっかりとこれからも選んでいただけるような港になるために、しっかりと

取組んでいく必要があると思っています。なかなかハードルが高い施策ではございますけ

れども、一つ一つ、委員の皆様とも協力しながらしっかりと取組んでいきたいと思ってい

ます。 

最後に、皆さんご承知のとおり、市役所の入り口にも飾ってございますけれども、来年

開催される万博まであと 153 日でございます。これまで港湾関係者の皆様方から、万博の

ときはアクセス大丈夫か、と声をいただきましたけれども、ちょうど 3 か月前の 8 月 11 日

に開業いたしました立体交差などの様々なインフラ整備が進められている状況でございま

す。また、夢洲地区の北側には海上交通による舟運のための係留施設も整備してございま

す。本日の港湾審議会における審議内容の一つが、港湾計画の変更ということで、夢洲の

北側に新たに IR 事業者が整備する係留施設と、それから西区川口地区周辺の河川におい

て整備される係留施設、2 つの舟運のための施設の位置づけとなっておりますが、舟運の

活性化を図るなど引き続き大阪港の発展に努めて参りたいと考えております。 

もう 1 点の諮問事項は港湾環境整備負担金負担対象工事の指定ということで、ご忌憚の

ない活発なご議論を頂戴できればと思っておりますので、本日はどうぞよろしくお願いい

たします。 

 

○長村総務課長 

それでは、ここで資料の確認をお願いいたします。本日の会議は基本的にペーパーレス

にて議事進行させていただくこととしております。お手元のパソコンのデータをご確認く

ださい。 
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 まず、次第でございます。それから、大阪市港湾審議会専門部会委員名簿でございます。

それから、本日の配席表でございます。次に、右肩に資料 1 と書いてございます、大阪港

港湾計画の軽易な変更について（案）の説明資料でございます。資料 2 といたしまして、

大阪港港湾計画書（案）でございます。それから、資料 3 といたしまして、大阪港港湾計

画資料（案）でございます。資料 4 といたしまして、港湾環境整備負担金負担対象工事の

指定について（案）の説明資料でございます。資料 5 といたしまして、港湾環境整備負担

金負担対象工事の指定について（案）でございます。また参考資料といたしまして、大阪

市港湾審議会条例、大阪市港湾審議会運営要綱、港湾環境整備負担金制度について、それ

から、大阪港案内、PORTs of OSAKA でございます。 

資料の不備等はございませんでしょうか。もしございましたら事務局までお申しつけく

ださい。 

ないようでしたら、それでは以後の議事進行につきましては、増子部会長にお願いした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

○増子部会長 

大阪船主会の増子でございます。議事進行を務めさせていただきます。 

議案の審議に入ります前に、大阪市港湾審議会運営要綱第 8 条の規定によりまして、本

日の議事録署名者の指名を行います。本日の議事録署名につきましては、清水委員代理出

席の林様と岩城委員代理出席の岩佐様にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

それでは議事に入りたいと思います。 

本日の審議案件は 2 件です。1 件目は、港湾法第 3 条の 3 に基づき、令和 6 年 10 月 22

日付で港湾管理者の長たる大阪市長より諮問されました事項、大阪港港湾計画の軽易な変

更についてです。2 件目は、港湾法第 43 条の 5 及び大阪市港湾環境整備負担金条例第 9 条

に基づき、令和 6年 10月 22日付で港湾管理者の長たる大阪市長より諮問されました事項、

港湾環境整備負担金負担対象工事の指定についてです。 

はじめに、本日の審議案件につきまして 10 月 23 日に開催いたしました本審議会幹事会

の結果について大阪港湾局の池田計画整備部長から報告をお願いいたします。 

 

○池田計画整備部長 
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大阪港湾局計画整備部長の池田でございます。去る 10 月 23 日、大阪港湾局会議室にお

きまして大阪市港湾審議会幹事会を開催いたしました。本日の審議会でご審議いただきま

す大阪港港湾計画の軽易な変更及び港湾環境整備負担金負担対象工事の指定の案につきま

しては、いずれも異議なしという結論を得ております。 

以上、ご報告申し上げます。 

 

○増子部会長 

ありがとうございました。 

それでは、大阪港港湾計画の軽易な変更について港湾管理者より説明をお願いいたしま

す。 

 

○川前計画課長 

大阪港湾局計画整備部計画課長の川前でございます。よろしくお願いいたします。失礼

して着座にて説明させていただきます。 

議事 1 の大阪港港湾計画の軽易な変更についてでございます。 

議事 1 に係る審議会に諮る資料としましては、先ほど冒頭で確認のありました資料のう

ち、資料 2 の大阪港港湾計画書（案）、こちらは本文 4 ページの後に港湾計画の位置図です

とか、2 か所の港湾計画図が続いているものでございます。それから資料 3 の大阪港港湾

計画資料（案）、こちらは変更理由、港湾施設の規模、配置や土地利用計画、環境の保全等

に関する資料を記載したものでございます。諮る内容としましてはこういった資料でござ

いますが、今回の計画変更の内容につきましては、この資料 2、3 を取りまとめました資料

1 を用いて説明させていただきたいと思います。 

それでは、資料 1 の大阪港港湾計画の軽易な変更について（案）、説明資料をご覧くださ

い。 

次のページ、1 ページをご覧ください。港湾計画についての記述でございます。港湾計

画とは、港湾法第 3 条の 3 に規定される法定計画でございまして、港湾空間の開発、利用

及び保全の指針となる基本的な計画でございます。大阪港におきましては、既に港湾計画

を策定しておりまして、フロー図の下の変更に該当するものでございます。今回の変更に

つきましては、この赤の一点鎖線で示しております軽易な変更となります。 

次のページをご覧ください。港湾法施行規則によりますと、改訂・一部変更に該当する
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変更とは、係留施設につきましては、直轄事業の対象となる施設、外貿では水深 12m 以上

の岸壁、内貿では、コンテナ、フェリー、RORO 船用の岸壁でございます。また、水域施設

につきましては、主要な航路ですとか、直轄事業の対象となる係留施設のための泊地が該

当するものでございます。また、土地利用計画につきましては、面積が 20 ヘクタール以上

の変更などとなっておりまして、今回の変更につきましては、これらのいずれにも該当し

ないため、軽易な変更とするものでございます。 

3 ページをご覧ください。港湾計画図上に今回変更する箇所をお示ししたものでござい

ます。1 つ目が左側、夢洲地区に示しているものでございまして、専用埠頭計画、外郭施

設計画、土地利用計画、利用形態の見直しの検討が必要な区域、将来構想の変更を行うも

のでございます。また 2 つ目が、図の右側にございます西地区に示しているものでござい

まして、こちらは専用埠頭計画の変更を行うものでございます。 

それでは、まず夢洲地区の変更内容について説明いたします。4 ページをご覧ください。

開発事業者の要請に基づきまして、専用埠頭計画及び外郭施設計画を新たに位置づけるも

のでございます。係留施設の整備に合わせまして、国際観光拠点としてウォーターフロン

ト空間と一体となった空間形成を図るため、背後の土地利用計画の一部を変更するもので

ございます。また、この事業計画の具体化に伴いまして利用形態の見直しの検討が必要な

区域及び将来構想（係留施設）の位置を変更するものでございます。画面の下側に位置図

でございますとか、現況の航空写真をお示ししているものでございます。 

次のページをご覧ください。専用埠頭計画の変更、外郭施設計画の変更についてお示し

しているものでございます。左側に既定計画の図、右側に今回の変更計画の図を示してお

ります。専用埠頭計画としまして、小型桟橋を 1 基、また外郭施設計画としまして波除堤

の延長 90m を位置づけるものでございます。 

次のページ 6 ページをご覧ください。土地利用計画、利用形態の見直しの検討が必要な

区域、将来構想（係留留施）の変更についてお示ししたものでございます。計画図は先ほ

どの図と同じものではございますが、見出しの内容が異なっているものでございます。ま

た土地利用計画につきましては、真ん中少し下の A-A’断面図をご覧ください。既定計画

では、水際線より 100m を緑地として計画しておりましたが、IR 事業者の施設計画の具体

化を踏まえまして、内陸側の 67m を緑地から交流厚生用地に変更するものでございます。

また、将来構想（係留施設）につきましては、左側の既定計画の図では、細かい破線で示

されている箇所にしておりましたが、先ほどお示ししましたように当該箇所では IR の専
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用埠頭でございますとか、外郭施設が計画されております。一方で、今後、夢洲の開発が

進んでいく中で旅客船等の需要の高まりに対応するために、さらなる係留施設の整備を将

来的に行う可能性があるため、IR の埠頭ですとか外郭施設等の整備箇所を避けた西側のと

ころに将来構想（係留施設）を引き続き位置づけるものとしたものでございます。また、

これらの変更を踏まえまして、利用形態の見直しの検討が必要な区域を、形状を変えてお

るものでございます。 

7 ページをご覧ください。変更の背景でございます。大阪 IR を起点とした海上アクセス

ルートの構築を図ることとしておりまして、IR 区域は USJ や海遊館のあるベイエリアに位

置しているとともに、海に囲まれた夢洲の立地特性を活かしまして、関空や大阪湾内各所

とつながる海上交通ネットワークの構築を目指すものでございます。IR の専用埠頭を設け

ることで、利便性の高い交通アクセスの実現を図るものでございます。具体的な航路につ

きましては未定でございますが、左下の想定運航ルート図にありますように、関空ですと

か神戸空港方面、また市内近傍の集客施設等を結びまして、船による夢洲へのアクセスを

可能とし、IR への来訪者の利便性、また夢洲から各所へのアクセス機能の強化を可能とす

るものでございます。 

8 ページをご覧ください。施設整備内容を左側にお示ししてございます。延長 40m、幅約

10m の浮体式の小型桟橋を 1 基、延長 90m の波除堤、また小型桟橋と護岸をつなぐ延長約

30m、幅約 3m の連絡橋を整備するものでございます。 

ページ右上に今後のスケジュールを示してございます。IR の開業に合わせまして運航開

始できるように整備を行っていく予定と聞いてございます。 

また、その下側に船舶の離着桟を示しておるものでございます。今回計画している小型

桟橋に想定している船舶、全長 20～30m の旅客船が着岸する際、離岸する際に自力で回頭

できる広さを確保していることを示しているものでございます。 

次のページをご覧ください。計画変更に伴う環境影響について、でございます。上側の

専用埠頭計画及び外郭施設計画の変更について、でございますが、大気質につきましては、

今回計画の専用埠頭を利用する船舶は、先ほども申し上げましたが全長 20～30m 程度の総

トン数 200 トン未満の小型旅客船でございまして、大型貨物船と比べて大気汚染物質の排

出量は極めて少ないものと想定されるため、総量への影響は軽微であると考えてございま

す。 

また、潮流・水質につきましては、今回計画の桟橋や波除堤の存在によって海域の流況
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に影響を及ぼす可能性はほとんどなく、大阪港港湾区域内外の流況を大きく変えるもので

はないため、潮流・水質に及ぼす影響は軽微であると考えております。 

次に、下段の土地利用計画の変更につきまして、緑地から交流厚生用地に変更すること

により、窒素酸化物の排出量が増加するものの、大阪港全体の排出量からすると軽微なも

のでございます。また、既定計画におきまして、国際観光拠点の形成を図る夢洲中央部で

の集客を年間 3,000 万人、また、来られる従業員の方々が 1 日 3.2 万人と想定して発生集

中交通量を算出しておりますが、今回の土地利用計画変更によりましても、それらの想定

は変わらないため、周辺道路の交通量を増加させるものではないことから、騒音・振動に

及ぼす影響は軽微であると考えております。 

これらを踏まえ、今回計画が環境に及ぼす影響は軽微であると考えております。以上が、

夢洲地区の変更内容の説明でございます。 

続きまして、10 ページをご覧ください。ここからは、西地区の専用埠頭計画の変更につ

いての説明でございます。舟運の活性化を図る大阪府の要請に基づきまして、専用埠頭計

画を新たに位置づけるものでございます。水都大阪の魅力を今後の大阪観光の柱の一つと

して成長させるために、大阪府事業により整備される桟橋を新たに位置づけるものでござ

います。 

次のページをご覧ください。専用埠頭計画の新規計画としまして、変更後の右側の図に

ございます小型桟橋 4 基を位置づけるものでございます。 

次のページ、12 ページをご覧ください。計画の背景につきまして、でございますが、大

阪の都心部に隣接した係留施設の整備を図るものでございまして、民間事業者の創意工夫

によるにぎわいの創出や水都大阪の魅力発信などにより、舟運の活性化や地域の活性化を

図るものでございます。大阪の都心部に一番近いプレジャーボートの係留施設が整備され

るということで、大阪府が整備する公設の船着場と合わせまして、民間事業者が船着場、

にぎわい施設などとともに一体的な管理・運営を行いまして、万博開催時だけでなく、万

博後も水都大阪の魅力を発信するなど、大阪の成長に寄与することを想定してございます。 

次のページをご覧ください。施設整備内容でございます。長さ 20m、幅 2m の浮体式の桟

橋を 3 基、それから、長さ 150m、幅 2m の浮体式の桟橋を 1 基、計 4 基及び乗降用タラッ

プなど付帯設備を整備するものでございます。 

この右側に、今後のスケジュールを示してございます。今回計画の桟橋は、計画の概要

公示後に速やかに工事の着手を行いまして、令和 7 年度早々に工事を完了することを目指
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してございます。また、その下側に大阪府の整備する公設の船着場のスケジュールが示さ

れておりますが、こちらのほうは既に工事を着手しておりまして、今年度中に工事完了し、

万博開催までに開業する予定と聞いてございます。 

またこのページの下半分に、船舶の離着桟について示してございます。今回計画の桟橋

に想定している船舶、全長 25m のプレジャーボートが着岸する際、離岸する際に自力で回

頭できる広さを確保できることを示しているものでございます。また一番下側ではござい

ますが、こちらは既定計画の公設船着場に今回計画の専用埠頭が整備された際に、その公

設船着場に着岸、離岸する際に自力で回頭できる広さが確保できることを示しているもの

でございます。 

次のページ、14 ページをご覧ください。今回の計画変更に伴う環境影響につきまして、

大気質につきましては、今回計画の専用埠頭では、最大でも総トン数 50 トン程度の小型船

の利用を想定しておりまして、大型船と比べて大気汚染物質の排出量は極めて少ないもの

と想定されるため、総量への影響は軽微であると考えてございます。また、潮流・水質に

つきましては、新たに設置する係留施設は浮桟橋構造でございまして、潮流・水質に大き

な影響を及ぼすものではないと考えてございます。これらのことから、今回計画が環境に

及ぼす影響は軽微であると考えてございます。 

以上が西地区の変更内容でございます。 

次のページ 15 ページをご覧ください。今回の計画案を本審議会に諮問しまして答申を

得た後に、国土交通大臣に計画を送付し、港湾計画の概要を 12 月に公示する予定でござい

ます。 

以上が、大阪港港湾計画の軽易な変更についての説明でございます。よろしくご審議の

ほど、お願いいたします。 

 

○増子部会長 

ありがとうございました。それでは、ただいまの議案につきまして、ご意見、ご質問が

ございましたらお願いいたします。 

ご意見、ご質問ございませんようですので、答申についてお諮りしたいと思います。 

大阪港港湾計画の軽易な変更について、原案のとおり適当であるといった答申を行うこ

とでご異議ございませんでしょうか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○増子部会長 

ありがとうございます。ご異議がございませんので、原案のとおり適当であると答申を

行うことといたします。 

それでは続きまして、港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について、港湾管理者よ

り説明をお願いいたします。 

 

○針原工務課長 

大阪港湾局計画整備部工務課長の針原といいます。本日はよろしくお願いいたします。 

それでは、説明をさせていただきます。 

案件につきましては、港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について、でございます。

資料としましては、資料 4 と資料 5 がありますが、資料 4 を用いて説明したいと思います

ので、資料 4 を開いていただきたいと思います。 

まず、1 ページをご覧いただきたいと思います。港湾環境整備負担金制度といいますの

は、港湾管理者が実施する港湾の環境の整備及び保全に資する港湾工事につきまして、そ

の費用の一部を臨港地区及び港湾区域内に立地する工場または事業場で敷地面積が 1 万平

方メートル以上を有する事業者にご負担いただくというもので、昭和 48 年の港湾法改正

により創設された制度となっております。大阪市では、昭和 55 年 1 月の第 6 回大阪市港

湾審議会の答申を得まして、昭和 55 年 4 月 1 日より大阪市港湾環境整備負担金条例を施

行してきているところでございます。 

（1）の負担対象工事につきましては、陸域におけます緑地・海浜等の建設改良工事及び

維持工事、また水域の公害汚泥浚渫等の工事、漂流物、沈廃船等の除去清掃工事を対象と

しております。 

（2）の負担対象事業者につきましては、負担対象工事の完了日、令和 6 年 3 月 31 日時

点で臨港地区及び港湾区域におきまして、工場、事業場などの敷地面積の合計が 1 万平方

メートル以上である事業者を対象とさせていただいております。 

次の 2 ページをご覧いただきたいと思います。(3)の負担割合は、原則 2 分の 1 として

おりますが、対象事業者の過度な負担とならないよう、工事の種類・規模などを考慮しま

して、2 分の 1 から 32 分の 1 の範囲内で定めているところでございます。 
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（4）の各事業者の負担額につきましては、それぞれの事業者の敷地面積割合に応じて徴

収するものとしております。 

（5）の負担金の算定ですが、負担対象工事に要しました費用に、先ほど申し上げた(3)

の負担割合を掛けまして、さらに負担区域内にある事業場等の全敷地面積等の合計に対す

る負担対象事業者の敷地面積の割合を掛けたものが負担金の額となりまして、下段に示し

ております負担金の算定式のとおりとなってございます。 

次に 3 ページをご覧いただきたいと思います。 

（6）の負担金の徴収ですが、港湾環境整備負担金の徴収までの手続きを示してございま

す。負担対象工事となります港湾工事が完了した後、市長が負担対象工事を指定すること

となっておりますが、条例によりまして、あらかじめ大阪市港湾審議会の意見を聴取する

ということになっております。港湾審議会で審議・答申をいただいた後、条例によりまし

て負担対象工事の指定の告示を行いまして、負担対象事業者の方々に負担金の額の確定通

知を行います。その後、対象事業者の方々には、指定された期日までに負担金を納付して

いただくという流れになっております。 

なお、別の資料で参考資料を付けてございますが、その 5 ページ以降に大阪市港湾環境

整備負担金条例、及び施行規則、並びに関連します港湾法等の抜粋も掲載していますので、

また後ほどでもご覧いただければと思います。 

続きまして資料 4 に戻っていただきたいと思います。4 ページをご覧いただきたいと思

います。港湾審議会への諮問事項である港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について、

です。 

上段の港湾審議会への諮問につきましては、昨年度に本市が実施しました負担対象工事

の指定にあたり、条例第 9 条第 2 号の規定により、あらかじめ港湾審議会のご意見を伺う

というものです。 

次に下段の諮問内容でございますが、条例第 2 条第 2 号に規定されています負担対象工

事の指定において告示をする項目となっておりまして、記載してあります工事の種類、名

称、実施場所、完了日、要した費用、負担区域、負担割合、負担区域内の事業場等敷地面

積の合計の計 8 項目となっております。 

これらについてまとめたものが次のページにあります資料となっておりまして、先ほど

言いました 8 項目をこの一覧表の 1 行目に記載しておりまして、工事の種類ごとに記述を

しております。 
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まず一番左側の項目、工事の種類を見ていただきますと、種類は 4 種類ありますが、そ

の中の一番上の港湾環境整備施設の建設又は改良工事は、昨年度は実施しておりませんの

で、その下の 3 種類について説明をさせていただきます。 

工事の種類の 2 段目の港湾環境整備施設の維持の工事について、工事の名称は、臨港緑

地の維持工事としております。臨港緑地につきましては、在外臨海部にあります比較的小

規模な緑地である此花区、港区、大正区、住之江区の臨港緑地 17 か所と緑道が対象となっ

ているほか、それ以外の比較的大規模な緑地である此花区の舞洲ですとか、常吉西の緑地、

住之江区のコスモスクエア海浜緑地等が対象となっております。これらを 2 つに分けまし

て、それぞれの負担割合を設定してきているところでございます。上段の在来臨海部の緑

地につきましては、工事の費用は 1 億 5,757 万 8 千円となっておりまして、負担割合とし

まして、地域住民ですとか近隣事業者が主に利用する緑地ということもございまして、2 分

の 1 の負担ということにしてございます。その下段は、常吉西臨港緑地等の大規模な緑地

で、工事費は 2 億 9,818 万 3 千円で、負担割合としましては地域住民や近隣事業者だけで

はなくて、広く市民や市外の方も利用する大規模な緑地ということもございまして、16 分

の 1 というような形で軽減をさせていただいております。これらの緑地の維持工事につい

ての負担区域は、大阪港臨港地区で、負担区域内の事業場等敷地面積の合計は 1,637 万

5,000 平方メートルとなってございます。以上が陸域の工事となっております。 

続きまして工事の種類の 3 段目、港湾における汚泥、その他公害の原因となる物質排除

その他処理のための工事についてですが、工事の名称は、公害汚泥排除工事としておりま

す。工事に要した費用は 6 億 97 万 8 千円となっております。負担割合につきましては、汚

染の直接の原因者が特定できないということや、短期に大規模工事を実施する場合もあり

まして、事業者の負担が過大となりすぎることからも、最も低い負担割合ということで 32

分の 1 と設定してきているところでございます。 

続きまして工事の種類の 4 段目になります漂流物の除去、その他清掃のための工事につ

いてですが、工事の名称は、港内清掃及び沈廃船処理工事であり、工事に要した費用は

3,045 万 6 千円であり、負担割合は 2 分の 1 としております。 

これら海域の工事につきましては、負担区域である大阪港港湾区域と臨港地区の負担区

域内の事業場等敷地面積の合計は、1,724 万 8 千平方メートルとなっております。工事に

要した費用の合計は、最下段に示しますように 10 億 8,719 万 5 千円となっております。 

6 ページ以降は、昨年度実際に工事を行った具体的な内容について、場所と合わせてお
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示しをしております。 

まず 6 ページは、臨港地区の維持工事について記載しています。先ほど言いました 2 つ

の区分の緑地がありまして、(1)に示します在来臨海部の緑地につきましては、写真を添付

している、此花西部臨港緑地のインターロッキング舗装の補修等を行っておりまして、1 億

5,757 万 8 千円。（2）に示しています常吉西臨港緑地等の大規模な緑地につきましては、

写真を添付していますが、アスファルト舗装の補修等で 2 億 9,818 万 3 千円となっており

ます。 

続きまして次のページを見ていただきたいと思います。公害汚泥排除工事としましては、

大阪港港湾区域内の木津川ですとか三十間堀の汚泥を除去するものでございまして、その

費用 6 億 97 万 8 千円を示しております。また、港内清掃や沈廃船の処理としまして、港湾

区域内で 3,045 万 6 千円の費用がかかっておりまして、下の写真が港内清掃の写真となっ

ております。 

これらの工事場所を分かるように示したものが最後の 8 ページとなってございます。緑

地は、先ほどから説明しておりますように 2 つの区分がありまして、図上で緑色のハッチ

をつけているところが 16 分の 1 の工事ということで、白色の部分が 2 分の 1、青色の部分

が公害浚渫の箇所ということで、32 分の 1 という形で示させていただいております。 

なお、本制度発足以来、ご負担いただく事業者の皆様方のご意見をいただくということ

で、各業界団体の代表の皆様方には事前に説明をさせていただいておりまして、本年度に

つきましても令和 6 年 10 月 18 日に説明を行いまして、皆様方にはご理解をいただいてき

たところでございます。 

港湾環境整備負担金についての説明は以上となります。よろしくご審議をお願いいたし

ます。 

 

○増子部会長 

ありがとうございました。それでは、ただいまの議案につきましてご意見、ご質問がご

ざいましたらお願いいたします。 

ご意見、ご質問ございませんようですので、答申についてお諮りしたいと思います。 

港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について、原案のとおり適当であると答申を行

うことでご異議ございませんでしょうか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○増子部会長 

ご異議がございませんので、原案のとおり適当であると答申を行うことといたします。 

以上をもちまして、本日の議事については終了いたしました。進行を事務局にお返しい

たします。 

 

○長村総務課長 

ありがとうございました。それでは、これをもちまして第 75 回大阪市港湾審議会を終了

いたします。本日はご多忙のところご出席賜り、誠にありがとうございます。 

 

閉 会  15 時 40 分 
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大阪市港湾審議会 専門部会長  増子 祐司   印 

 

 

大阪市港湾審議会 委員   代 林  晃 男   印 

 

 

     大阪市港湾審議会 委員   代 岩佐 裕二   印 
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付属資料 

 

１ 諮問書 

 

大大阪港第e-1170号 

令 和 6年 1 0月 2 2日 

 

大 阪 市 港 湾 審 議 会 

会長 松尾 俊彦 様 

 

                   大阪港港湾管理者 大阪市 

                  代表者 大阪市長 横山 英幸 

 

 

大阪港港湾計画－軽易な変更－について（諮問） 

 

 

 

 

標題について、港湾法第３条の３第３項の規定に基づき、別紙の内容につい

て諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 別紙 大阪港港湾計画書（案）及び大阪港港湾計画資料（案）については省略 
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大大阪港第e-1175号 

令 和 6年 1 0月 2 2日 

 

大 阪 市 港 湾 審 議 会 

会長 松尾 俊彦 様 

 

                   大阪港港湾管理者 大阪市 

                  代表者 大阪市長 横山 英幸 

 

 

港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について（諮問） 

 

 

 

 

標題について、港湾法第43条の5第2項及び大阪市港湾環境整備負担金条例第

9条第2号の規定に基づき、別紙の内容について諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 別紙 港湾環境整備負担金負担対象工事の指定について（案）は省略 
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２ 答申書 

 

大 港 湾 審 第 ３ 号 

令和 6年 11月 11日 

 

大阪港港湾管理者 大阪市 

代表者 大阪市長 横山 英幸 様 

 

大阪市港湾審議会       

会長 松尾 俊彦  

 

 

 

 

「大阪港港湾計画―軽易な変更―」及び 

「港湾環境整備負担金負担対象工事の指定」について(答申) 

 

 

 

令和6年10月22日付け大大阪港第e-1170号及び令和6年10月22日付け大大阪港

第e-1175号により諮問のあった標題について審議した結果、｢原案のとおり適当

である｣と答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 


